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水道事業の概要 

1.1 水道事業の沿革 

水道事業は、昭和 34(1959)年に普天間水道事業として事業認可を受け、翌年の昭和 35(1960)年に

普天間の一部地域に給水を開始しました。その後、年次的に給水区域を拡張し、昭和 46(1971)年までに

は市域のほとんどが給水可能となりました。 

昭和 60(1985)年度から昭和 63(1988)年度にかけては、伊佐、真志喜、上原、佐真下の各区画整理

地域の配水管の布設工事を行う一方、配水池の集中監視システムの導入を行いました。 

平成に入ってからは、配水管の新設・改良等のハード部分の整備が実施される中、ハンディーターミナル(検

針業務)、財務会計システムの導入によるソフト面の充実が図られ、業務が正確により迅速に処理できるものと

なりました。 

令和 3（2021）年度には西普天間住宅地区における水需要の増加による認可変更を行い、目標年度

(令和 22(2040)年度)における計画給水人口を 105,200 人、１日最大給水量 36,200m3/日として水

道事業を運営しています。また、同年度においては、お客さま窓口や上下水道施設の維持管理業務等を一

体的に包括して委託する上下水道事業包括業務委託を開始し、業務の効率化と安定したサービスの提供を

推進します。 

 

表 2.1.1 水道事業の沿革 

昭和 34(1959)年 創設事業認可 

昭和 35(1960)年 普天間の一部地域に給水開始 

昭和 39(1964)年 市西側区域、普天間、野嵩、新城、真栄原の一部区域へ給水開始 

昭和 41(1966)年 第 1 次拡張 給水人口 30,000 人 １日最大給水量 4,600m3/日 

昭和 42(1967)年 第 2 次拡張 給水人口 56,608 人 １日最大給水量 8,318m3/日 

昭和 43(1968)年 市東側区域へ給水開始 第 3 次拡張 給水人口 61,900 人 １日最大給水量 9,344m3/日  

昭和 43(1968)年 第 4 次拡張 給水人口 68,350 人 １日最大給水量 20,600m3/日 

昭和 45(1970)年 第 5 次拡張 給水人口 69,850 人 １日最大給水量 21,000m3/日 

昭和 46(1971)年 ほぼ市内全域へ給水可能に 第 6 次拡張 給水人口 72,900 人 １日最大給水量 21,870m3/日  

昭和 47(1972)年 公営企業法の適用 事業管理者の設置 

昭和 48(1973)年 第 7 次拡張 給水人口 67,740 人 １日最大給水量 27,590m3/日 

昭和 57(1982)年 第 8 次拡張 給水人口 79,000 人 １日最大給水量 38,330m3/日 

昭和 62(1987)年 第 9 次拡張 給水人口 82,000 人 １日最大給水量 38,330m3/日 

平成 8(1996)年 第 10 次拡張 給水人口 93,000 人 １日最大給水量 39,300m3/日 

平成 17(2005)年 水道局ホームページ開設 

平成 23(2011)年 通水 50 周年記念式典 宜野湾市水道ビジョン策定 

平成 24(2012)年 第 11 次拡張 給水人口 100,700 人 １日最大給水量 37,400m3/日 

平成 29(2017)年 宜野湾市水道ビジョンフォローアップ 

平成 30(2018)年 上下水道の組織統合により「宜野湾市上下水道局」の誕生 

令和 3(2021)年 
第 11 次拡張変更 給水人口 105,200 人 １日最大給水量 36,200m3/日 

上下水道事業包括業務委託を開始 
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1.2 水道事業の普及状況 

水道事業の普及状況は、令和 4(2022)年度末で給水人口 99,757 人、給水世帯は 46,798 世帯、

普及率は 100%です。 

 

表 2.1.2 水道事業の沿革 

区  分 値 備  考 

給 水 人 口 99,757 人  行政区域内人口に同じ 

給 水 世 帯 46,798 世帯   

普 及 率 100 ％  すべての区域へ給水可能 

1 日最大給水量 32,300 m3  最も多く給水量が記録された値 

1 日平均給水量 29,765 m3   

令和 4(2022)年度末現在 

 

1.3 水道施設の状況 

本市は、県企業局より水道用水を 100%受水している事業体であり、配水池が水源として位置づけられ、

配水池は 6 池、管路総延⾧は 278,718m です。 

 

表 2.1.3 施設状況 

区  分 値 配 水 区 域 

配  水  池 

喜 友 名 配 水 池 3,500 m3 
喜友名一部、伊佐、大山一

部、真志喜一部、宇地泊 

大 山 配 水 池 1,000 m3 
大山一部、真志喜一部、嘉

数一部 

大山第２配水池 1,000 m3 
大山一部、真志喜一部、嘉

数一部 

野 嵩 配 水 池 3,000 m3 

野嵩１区一部、野嵩 2・3

区、新城、普天間 1・2・3 区、

喜友名一部 

⾧ 田 配 水 池 1,500 m3 
我如古一部、真志喜一部、

⾧田一部、愛知一部 

⾧田第 2 配水池 4,000 m3 

嘉数、真栄原、宜野湾、我如

古一部、大謝名一部、（普

天間飛行場将来） 

水道管延⾧ 管 路 総 延 ⾧ 278.7 km  

令和 4(2022)年度末現在 
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1.4 水道料金について 

本市の水道料金体系は用途別に基本料金と超過料金からなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.1.4 水道料金体系（税抜き） 

用途 基本料金（１ヶ月） 超過料金（１m3 につき） 

種別 使用量 料金 使用量 料金 

家庭用 

8 m3 まで 950 円 8～20 m3 まで 180 円 

    20～30 m3 まで 190 円 

    30 m3 以上 200 円 

営業用 

10 m3 まで 1,700 円 10～30 m3 まで 210 円 

    30～100 m3 まで 230 円 

    100～500 m3 まで 250 円 

    500 m3 以上 270 円 

浴場営業用     １ m3 に付 105 円 

官公署 

10 m3 まで 1,800 円 10～100 m3 まで 230 円 

    100～500 m3 まで 260 円 

    500m3 以上 290 円 

臨時用     １ m3 に付 480 円 

料金
（円）

使用水量（㎥）

基本料金

超過料金



第 2 章 水道事業ビジョン 

- 12 - 
 

 

本市の水道料金は、家庭用途で１か月 20 m3 を使用した場合、3,420 円（税込み）となります。令和

５（2023）年４月現在、表 1.1.3 に示した県内水道事業体の料金の平均は、3,085 円（税込み）で、

本市の料金水準はおおむね中間に位置しています。 

 

図 2.1.1 水道料金比較グラフ（家庭用１か月 20 m3使用の場合）令和５年４月 1日現在（税込み） 
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1.5 組織体制について 

本市の上下水道局の機構図を図 2.1.に示します。上下水道局職員数 38 名のうち、水道事業に従事す

る職員は 26 名になります。 

 

図 2.1.2 組織構成図 

 

 

  

　水道事業職員

※令和５（2023）年４月１日現在

（会計年度任用職員は除く）

業務管理係（２）

水道事業

排水設備係（２）

水道施設課（8）

業務サービス課（8）

水道整備係（5）

下水道施設課（8）

下水道事業

業務管理係（１）

給水設備係（2）

水道管理係（2）

上下水道事業管理者
（上下水道局⾧）

次⾧
（総務企画課⾧兼務）

総務企画課（12） 総務係（4）

経理係（１）

下水道事業

（1） （1）
企画係（4）

経理係（３）

水道事業
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現状と課題 

良質で清浄な水を安定して供給するため、本市水道事業の現状を把握し、課題を明らかにした上で、将来

にわたって安定して事業を継続していくための経営ビジョンへ反映します。 

 

2.1 これまでの主な経営健全化の取組 

1)危機管理体制の強化 

平成 30（2018）年度には、沖縄県ダム貯水率が 45.1％まで落ち込んだこ

とを踏まえ、「宜野湾市渇水対策本部」を設置し、節水協力を呼びかけました。ま

た、災害等の応急給水に備え、令和２（2020）年度に車両一体型給水タンク

車を購入しました。 

令和３（2021）年度には、あらゆる事故等を想定した「危機管理マニュアル」

を基に、自治会や包括業務委託受注者と共同で、津波避難訓練を実施しました。

中部圏域水道事業体においても、毎年度合同訓練を行い、災害等に対応でき

るよう体制を構築しています。 

 

2)お客さまサービスの向上 

令和４（2022）年度からは、上下水道料金のお支払い方法にスマホ決済

及び水道使用開始及び中止の Web 申請の受付を開始しました。お客様のサー

ビスの向上と収納率の維持向上に寄与すると考えます。また、水道週間（毎年

６月１日～６月７日）には、宜野湾市「水」のキャラクター「みじたまくん」ともに、

水道事業により親しみをもっていただけるよう PR 活動を行いました。 

 

3)組織力の強化 

令和３（2021）年度からは、お客さま窓口や上下水道施設の維持管理業

務等を一体的に包括して委託する「上下水道事業包括業務委託」を開始し、業

務の効率化と安定したサービス提供により事業運営に役立てています。また、職員

の能力向上のため、減圧弁講習会等外部研修に参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第 2 章 水道事業ビジョン 

- 15 - 
 

2.2 前回との比較について 

前回経営戦略を策定した平成 30（2018）年度から直近の実績値である令和４（2022）年度までの

５年間について、各項目を以下のとおり比較しました。 

 

表 2.2.1 前回との比較について 

進捗項目 
平成 30 年度 

（H31 年３月 31 日時点） 

令和４年度 

（R５年３月 31 日時点） 

５年間の実績 

（H30 年度~R４年度） 

職員数 
※R３年度からの包括業務
委託実施による変動 

42 名 31 名 △11 人（△26.2％） 

職員給与費 
※R３年度からの包括 
業務委託実施による変動 

2 億円 1.9 億円 △0.1 億円（△５％） 

企業債残高の削減 2.6 億円 1.6 億円 △１億（△38.5％） 

料金回収率の維持・

向上 
111.41％ 104.67％ 100％以上を維持 

管路耐震化率の向上 13.9％ 19.2％ ＋5.3％ 

有収率の向上 95.54％ 96.13％ ＋0.59％ 

建設改良積立金の 

確保 
15.6 億円 22.5 億円 

＋6.9 億円 

（＋44.2％） 

管路総延⾧ 274.7km 278.7km ＋４km（＋1.5％） 

※「職員数」及び「職員給与費」は会計年度任用職員を含む。 
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2.3 水需要の状況 

本市の給水人口の将来予測は、本計画にて独自に行った時系列傾向分析とコーホート要因法による行政

区域内人口の推計値と、宜野湾市人口ビジョン(基準人口:平成 27（2015）年 9 月末)による推計値を

比較検討し、最新の実績値を使用しているコーホート要因法による推計値を採用しました。 

本市では、平成 6（1994）年度から実施している土地区画整理事業により人口が増加しています。また、

西普天間住宅地区の開発、キャンプ瑞慶覧インダストリアル･コリドー地区の跡地利用計画、大山地区土地区

画整備事業による人口増加も考慮した結果、将来人口及び給水量は令和 15（2033）年度以降もしばら

く増加傾向となります。 

将来給水人口は計画年度である令和 15（2033）年度で 101,799 人、一日最大給水量は 36,981 

m3/日となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.1 給水人口と給水量の推移 
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時系列傾向分析とは・・・? 

実績と将来の傾向が時間のみを変数とする式(時系列傾向曲線)で

記述できると考えられる場合に、実績の人口に傾向曲線を当てはめて将

来の人口を推計する方法です。 

コーホート要因法とは・・・? 

同年(または同期間)に出生した集団のことをいい、コーホート要因法

はその集団ごとの時間変化(出生、死亡、移動)を軸に、5 年毎の将来

人口を推計する方法です。 



第 2 章 水道事業ビジョン 

- 17 - 
 

2.4 施設耐震化及び管路の状況 

本市の配水施設及び管路の耐震化率等を、以下のとおり示します。 

 

 

 

 

 

配水施設耐震化率（％）＝（耐震対策の施された配水池有効容量/配水池等有効容量）×100 

 【指標の意味】 

全配水池容量に対する耐震対策の施された

配水池の容量の割合を示すもので、地震災害

に対する配水池の信頼性・安全性を表すもの

です。 

【分析】 

類似団体平均値より高い値を維持していま

す。耐震対策が施されていない施設に関して

は、事業費の平準化を図り、計画的かつ効率

的な更新に取り組む必要があります。 

 

管路経年化率（％）＝（法定耐用年数を超えている管路延⾧/管路延⾧）×100 

 【指標の意味】 

法定耐用年数を超えた管路延⾧の割合を示

す指標で、管路の老朽化度合を示します。 

【分析】 

全国平均値等よりも低い値となっています。し

かし、今後耐用年数に達し、更新時期を迎え

る管路が増加することが考えられるため、事業

費の平準化を図り、計画的かつ効率的な更新

に取り組む必要があります。 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4

本市 4.91 4.57 9.92 12.51 14.45
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管路更新率（％）＝（更新された管路延⾧/管路延⾧）×100 

 【指標の意味】 

当該年度に更新した管路延⾧の割合を表す

指標で、管路の更新ペースや状況を把握でき

ます。 

【分析】 

令和3（2021）年度までは全国平均値等を

上回っていますが、令和 4（2022）年度につ

いては開発計画に伴う新規布設事業を優先し

て実施したため、全国平均値を下回っていま

す。新規布設事業と更新事業とバランスを図

り、投資のあり方について検討していく必要があ

ります。 

 

管路耐震化率（％）＝（耐震管延⾧/管路延⾧）×100 

 【指標の意味】 

全ての管路の延⾧に対する耐震管の延⾧の割

合を示すもので、地震災害に対する水道管路

網の安全性、信頼性を表す指標の一つです。 

【分析】 

類似団体平均値より高い値となっており、年々

災害に対する安全性がよくなっていますが、管

路全体に対してまだ低い値となっているので、事

業費の平準化を図り、計画的かつ効率的な更

新に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化した配水管 

  

H30 R1 R2 R3 R4

本市 1.38 1.29 1.72 1.07 0.53

平均値 0.63 0.63 0.67 0.56 0.60

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00
【0.67】（％）

H30 R1 R2 R3 R4

本市 13.9 15.6 17.5 18.6 19.2

平均値 9.6 10.4 11.4 12.0

0.0
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20.0

25.0

（％）
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計画年度の令和 15（2033）年度までに法定耐用年数(40 年)を超過する管路が多く発生します。これ

ら管路の埋設されている土質状況、継ぎ手の種類等の使用条件に応じ、実際の使用可能年数(更新時期）

を見極め、計画的な更新計画を実施する必要があります。そのため、中⾧期的視野に立った、水道施設のラ

イフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営するアセットマネジメントが重要です。 

令和 2（2020）年度に中⾧期的なアセットマネジメント(資産管理)計画を策定しています。既設管路の

事故率や他都市事例を参考に管路の更新基準年は 70 年(法定耐用年数の 1.75 倍)としました。 

本市では、日本水道協会九州地方支部技術研究会において、ポリエチレンスリーブ（配管が土壌や地下

水との接触を防ぎ腐食から防護するポリエチレン製の袋状の装着物）の有無による管路腐食の進行状況や

漏水の影響に関する意見交換を行っています。管路にポリエチレンスリーブを被覆することで延命効果が認めら

れている事例を確認しています。また、関東の政令市では延命効果として＋25 年程度として計画を立案して

いる事例もあり、本市水道事業における実情（施設の重要度、劣化状況、維持管理状況、管路の布設環

境等）を踏まえて、ポリエチレンスリーブによる管路の延命効果を考慮し、表 1.2.1 に示す管路更新基準を

独自に設定し、今後の管路更新を計画的かつ効率的に実施します。 

 

図 1.2.2 管路の布設年度 

 

表 1.2.1 管路更新基準の設定内容 

管   種 
更新基準 

前回 
経営戦略 

アセット 
マネジメント計画 

今回 
経営ビジョン 

ダクタイル鋳鉄管（K 形）ポリエチレンスリーブあり 70 年 70 年 95 年 

ダクタイル鋳鉄管（K 形）ポリエチレンスリーブなし 70 年 70 年 70 年 

鋳鉄管（CIP,CIP-A,CIP-T） 40 年 70 年 70 年 

ダクタイル鋳鉄管（K 形） 70 年 70 年 70 年 

ダクタイル鋳鉄管（上記以外） 60 年 70 年 70 年 

硬質塩化ビニル管（HIVP） 40 年 70 年 70 年 

その他（ポリエチレン管、鋼管、不明な管種） 40 年 70 年 70 年 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

布
設
延
長
(
m)

年度

ダクタイル鋳鉄管(ポリエチレンスリーブあり)

ダクタイル鋳鉄管(ポリエチレンスリーブなし)

その他(ポリエチレン管、鋼管等)

老朽化した管路を耐震性のある管路に随時更新しています。 
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2.5 経営の状況 

経営ビジョンを策定する上では、まず本市の経営の現状や課題を的確に把握することが重要です。 

そのため、代表される９つの経営指標を用いて経年変化及び類似団体平均値（以下、「全国平均値」と

いう。）との比較を行い、本市の経営の健全性及び効率性を把握します。 

 

 

 

 

 

経常収支比率（％）＝（ 経常収益 / 経常費用 ） × 100 

 【指標の意味】 

当該年度において、給水収益や一般会計から

の繰入金等の収益で、維持管理費や支払利

息等の費用をどの程度賄えているかを示しま

す。 

【分析】 

各年度の値は黒字であることを示す 100％以

上となっていますが、令和 2（2020）年度以

降は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊

急経済対策として水道基本料金免除を実施

したため、給水収益が減少し、全国平均値を

下回っています。 

 

累積欠損金比率（％）＝｛ 当年度未処理欠損金 / （営業収益－受託工事収益）｝× 100 

 【指標の意味】 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動に

より生じた損失で、前年度からの繰越利益剰

余金等で補てんすることができず、複数年度に

わたって累積した損失のこと）の状況を示しま

す。 

【分析】 

５ヶ年間０％となっており、健全な状況といえ

ます。 

 

H30 R1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

本市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 1.03 0.78 0.00 0.87 0.93

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20
【1.34】（％）

H30 R1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

本市 114.49 111.19 105.89 108.71 108.36

平均値 111.44 111.17 111.21 111.49 109.09
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流動比率（％）＝（ 流動資産 / 流動負債 ）× 100 

 【指標の意味】 

短期的な債務に対する支払能力を表します。 

【分析】 

流動比率は 100％を上回っており、短期的な

債務に対する支払能力は問題ない状況になっ

ています。 

 

企業債残高対給水収益比率（％）＝（ 企業債残高合計 / 給水収益 ）× 100 

 【指標の意味】 

給水収益に対する企業債残高の割合で、企

業債残高の規模を表します。 

【分析】 

全国平均値より低い値となっていますが、管路

更新等を勘案し、随時その適正度を検討して

いく必要があります。 

 

料金回収率（％）＝（ 供給単価 / 給水原価 ）× 100 

 【指標の意味】 

給水に係る費用が、どの程度の給水収益で賄

えているかを表した指標であり、料金水準等を

評価することが可能です。 

【分析】 

令和２（2020）年度は新型コロナウイルス

感染症拡大に伴う緊急経済対策として水道

基本料金免除を実施したため、100％を下

回っていますが、令和２（2020）年度以外

は料金水準が適正であることを示す 100％を

上回っています。 

 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4

本市 111.41 108.36 98.34 104.30 104.67
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H30 R1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

本市 1096.37 907.76 1279.92 1630.37 1489.40

平均値 349.83 380.86 360.96 354.57 357.74
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【252.29】（％）

H30 R1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

本市 13.86 12.41 12.10 9.86 8.34

平均値 314.87 309.28 239.18 303.46 307.28

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00
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給水原価（円）＝｛経常費用－（受託工事費+材料及び不用品売却原価+付帯事業費） 

                          －⾧期前受金戻入｝  / 年間総有収水量 

 【指標の意味】 

有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費用

がかかっているかを示しています。 

【分析】 

全国平均値より上回っていますが、概ね適正な

水準を維持しています。今後も投資の効率化

や維持管理費の削減等を検討していく必要が

あります。 

 

施設利用率（％）＝（ １日平均給水量 / １日配水能力 ）× 100 

 【指標の意味】 

１日配水能力に対する１日平均配水量の割

合であり、施設の利用状況や適正規模を判断

します。 

【分析】 

全国平均値より高い値を維持していることか

ら、施設の利用状況や規模は適正であるとい

えます。 

 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4

本市 167.87 172.55 170.06 173.83 175.16

平均値 167.46 168.56 156.32 167.86 173.68

145.00

150.00
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160.00
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180.00
【174.75】（円）

類似団体平均とは・・・? 
 

代表される経営指標は「公営企業決算状況調査」を基に作成

された「経営分析表」から引用しており、その中で人口規模によって

分類されています。 

 本市は令和４（2022）年度末時点で行政人口が 99,757

人なので、５万人以上 10 万人未満の市町村が類似団体とされ

ています。 
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H30 R1 R2 R3 R4

本市 77.89 78.65 80.26 82.13 82.22
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有収率（％）＝（ 年間有収水量 / 年間総配水量 ）× 100 

 【指標の意味】 

施設の稼働が収益につながっているかを判断す

る指標となります。 

【分析】 

全国平均値より高い値を維持していることか

ら、効率的な収益へつながっているといえます。 

 

有形固定資産減価償却率（％）＝（ 有形固定資産減価償却累計額 

                    / 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 ）× 100 

 【指標の意味】 

有形固定資産のうち、償却対象資産の減価

償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資

産の老朽化度合を示します。 

【分析】 

全国平均値より低い値となっています。令和３

（2021）年度には庁舎の増築及び改修工

事が完了しているため、数値がよくなっていま

す。 

 

  

H30 R1 R2 R3 R4

本市 47.24 47.53 48.17 46.69 47.57

平均値 47.62 48.55 49.62 50.01 50.99

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00
【51.51】（％）

H30 R1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

本市 95.54 95.49 95.98 96.15 96.13

平均値 87.41 87.08 89.35 87.57 87.26
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【89.76】（％）

～ 配水池から供給される水量の内訳 ～ 
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※１配 水 量 :水道事業体の配水池などから配水された水量の

ことです。

※２有効水量:配水量のうち、水道事業の運営上有効に使われ

た水量のことで、有収水量と無収水量にわけられ

ます。

※３有 効 率 :配水量に対する有効水量の割合のことです。

※４有収水量:有効水量のうち、水道メーターにより計量され、

料金収入の対象となった水量のことです。

※５有 収 率 :配水量に対する有収水量の割合のことです。

※６無収水量:有効水量のうち、水道メーターで計量できなかっ

た水量や消火用などに使われた水量で、料金収

入の対象とならなかった水量のことです。

※７無効水量:配水量のうち、漏水などの水量で、水道事業の

運営上無効となった水量のことです。
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基本施策及び取組事項について 

第１章で掲げた経営理念及び基本方針に基づき、計画期間に経営健全化に向けて取り組む内容は以下

のとおりです。 
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3.1 基本方針Ⅰ 「強靭」 災害に強く しなやかな水道 

 

施策Ⅰ－１ 危機管理体制の強化 

施策内容  

事故や災害等の非常時において、迅速かつ的確に応急給水する体制や、水道施設を早期に復旧する

体制の強化を図るとともに、応急給水タンクの確保や給水・復旧に係る災害協定、関係団体や地域住

民との連携強化を図ります 。 

 

取組Ⅰ－１－① 組織内の体制強化及び訓練の実施 

1０年間の 

取組内容 

自然災害や水道施設事故発生時に迅速かつ的確な対応ができるよう、危

機事象ごとに策定した「危機管理マニュアル」について適宜見直しを行いま

す。また、緊急時に応急給水活動や相互応援を円滑に実施するため、上下

水道局において定期的な訓練を実施するほか、市や県企業局等との合同

訓練にも積極的に参加し、職員一人ひとりの防災意識の向上と危機対応

力の強化を図ります。 

目標指数 

実績 各 年 度 の 目 標 

R5 

(見込み) 
R6 R7 R8 R9～R10 R11～R15 

訓練の回数 

(PI:B210) 
1 回/年 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市防災訓練の様子 
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取組Ⅰ－１－② 応急給水の確保 

1０年間の 

取組内容 

本市の応急給水タンクの保有数は、1.6t(m3)を 1 基、1.0t(m3)を 2 基、

0.5t(m3)を 2 基所有しています。また、水道水 3.0t(m3)を給水・運搬が

可能な車両一体型給水車を令和 2 年度に購入しました。本市における給

水人口 1,000 人当たりに対する給水タンク保有度は 0.076 m3/1,000

人です。類似事業体の中間値は0.090 m3/1,000人となっており、今後は

収支とのバランスを図りながら、保有度の向上に努めてまいります。 

目標指数 

実績 各 年 度 の 目 標 

R5 

(見込み) 
R6 R7 R8 R9～R10 R11～R15 

給水タンクの保有度 

(m3/1,000 人) 

(PI:B613) 

0.076 ▶ ▶ ▶ 0.083 0.090 

  

目標指数の PI って何・・? 
 

PI とは「業務指標」の略称で、（社）日本水道協会が策定した

「水道事業ガイドライン」の中で定義された指標のことです。水道事

業の業務を統一した基準で数値化することにより、運営状況につい

て客観的に示すことが目的とされており、全部で137項目あります。 

車両一体型給水車【3.0 t(m3)】 応急給水タンク【上:1.6 t(m3)、下:1.0 t(m3)】 
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施策Ⅰ－２ 必要施設能力の確保 

施策内容  

開発計画に伴う宜野湾市における必要給水量及び給水人口の動態を把握しつつ、将来の水需要増

加に対応した施設整備に取り組みます。 

 

取組Ⅰ－２－① 将来の水需要増加に対応した配水池の整備、更新 

1０年間の 

取組内容 

将来返還が予定されているキャンプ瑞慶覧インダストリアル・コリドー地区の跡

地利用計画、大山地区土地区画整理事業の開発に伴う水需要の増加に

対応するため、西普天間住宅地区公園区域内に配水池(有効容量:

4,500 m3)を整備します。また、既存の喜友名配水池についても、将来の水

需要の増加に対応するため、現在の有効容量 3,500 m3 から 3,600 m3

に増量して整備を行う予定です。 

目標指数 

実績 各 年 度 の 目 標 

R5 

(見込み) 
R6 R7 R8 R９～R10 R11～R15 

新設配水池整備に 

向けた工程 
－ 

調査業務 

(測量) 

基本設計

の策定 

実施設計

の策定 
施工 

R11 より 

運用済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.7.1 新設配水池イメージ(西普天間住宅地区) 
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施策Ⅰ－３ 既存施設の耐震化と計画的な施設更新 

施策内容  

大規模災害による水道施設の被害を最小限に抑えることを目的に、既存の水道施設の耐震化対策を

行います。また、老朽化した管路を計画的に更新し、水道水の安定供給に取り組みます。 

 

取組Ⅰ－３－① 基幹管路の更新・耐震化の推進 

1０年間の 

取組内容 

「老朽度評価」、「耐震性」、「重要度」の 3 項目の評価基準に基づき、管

路更新の優先順位づけを行い、計画的に管路を更新すると同時に、耐震

化を進めます。 

目標指数 

実績 各 年 度 の 目 標 

R5 

(見込み) 
R６ R7 R8 R９～R10 R11～R15 

基幹管路の耐震化率 

(％) 

(PI:B606) 

51.69 52.96 55.90 63.33 70.37 70.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  水道管更新・耐震化の一般的な手順   

①試験掘り 

工事着手前にほかの占用物を調査します。 

②舗装版の切断作業 

アスファルトカッターを使用して舗装版を切断します。 

③配管のための掘削 

掘削機械を使用して穴を掘ります。 

⑤既設管の撤去 

古い水道管を撤去します。 

⑥新しい水道管を布設 

耐震性に優れた新しい管を布設します。 

⑦掘削した土砂の埋戻し・締固め 

掘削した土砂を埋戻し、機械で締固めます。 

④既設管の切断 

古い水道管をエンジンカッターで切断します。 

⑧舗装の復旧(完成) 

道路を元通りにして完成です。 
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取組Ⅰ－３－② 重要給水施設までの配水管の耐震化の推進 

1０年間の 

取組内容 

お客さまの日常生活、企業・法人等の社会・経済活動への影響度の大きな

基幹管路や災害時における避難施設、医療機関等への重要給水施設を

優先して耐震化に取り組みます。 

目標指数 

実績 各 年 度 の 目 標 

R５ 

(見込み) 
R６ R７ R８ R９～R10 R11～R15 

重要給水施設管路の

耐震化率 

(％) 

(PI:B607) 

37.43 39.04 39.21 40.17 46.74 54.58 

 

 

  

基幹管路とは・・・? 
 

水源から原水を浄水場へ送る導水管や給水管を分岐しない配水本管のように、水道管の基幹

的な施設になり、水道を支える重要な管路のことをいいます。 

水源 
ダムや川から水を 
取り入れます。 

浄水場 
にごりやにおいを取り除き、 
安全できれいな飲み水にします。 

配水池 
水道水を一時的に貯めておく 
施設です。 

お客さま 

導水管 
取り入れた水（原水）を 
浄水場まで送るための管です。 

送水管 
浄水場で作った水道水を 
配水池へ送るための管です。 

～ 水道水が届くまで ～ 

配水管 
配水池や浄水場からご家庭の 
前まで水道水をお届けする 
ための管です。配水本管と 
配水支管に分けられます。 

配水本管 
配水管のうち、ご家庭につながる 
給水管への分岐がない管です。 

配水支管 
配水管のうち、配水本管から 
受けた水道水を給水管へ 
分岐する管です。 

給水管 
配水管からお客さままで水道水を 
送るための管で、お客さまの財産です。 

水源～送水管 
→国又は県の管理 

配水池～配水支管 
→市の管理 
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3.2 基本方針Ⅱ 「安全」 安心・安全・快適な水道 

 

施策Ⅱ－１ 水質管理・監視の強化 

施策内容  

水質検査結果の精度と信頼性の向上に努め、安全な水道水を供給します。 

 

取組Ⅱ－１－① 定期的な水質検査の実施 

1０年間の 

取組内容 

本市は、県企業局より浄水を購入して市内全域に水道水を供給していま

す。水源や浄水課程での水質管理業務は県企業局にて行っており、本市

では県企業局から受水後に市内全域へ供給している水道水の水質管理を

行っております。市内に供給する水道水が水道法で定める水道水質基準に

適合し、良質で安全安心な水道水の供給を確保及び継続していくため、１

年間の水質検査計画を策定し、それに基づき水質検査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水質検査の様子 

水質検査をしている場所は・・・? 
 

本市では、「普天間中学校」「野嵩２丁目地内」「うえはら児童公園」「な

がた児童公園」「嘉数高台公園」「大謝名児童センター」「ゆうひ児童公園」の

７か所から採水し、適正な水質基準値が保たれているか検査を行っておりま

す。 
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施策Ⅱ－２ 衛生管理向上のための促進活動 

施策内容  

安全かつ安心して水道水を利用できるよう、衛生管理の向上をお客さまと協働で促進します。 

 

取組Ⅱ－２－① 直結給水方式の普及 

1０年間の 

取組内容 

本市では貯水槽の必要がなく衛生面を考慮した「直結給水方式」を推奨し

ております。配水管の水圧をそのまま利用した直結給水方式の更なる普及を

目指して、ホームページや広報誌等による広報活動に取り組みます。 

目標指数 

実績 各 年 度 の 目 標 

R５ 

(見込み) 
R６ R７ R８ R９～R10 R11～R15 

直結給水率 

(％) 

(PI:A204) 

40.03 41.58 43.18 44.79 47.99 56.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.7.2 「直結給水方式」「貯水槽給水方式」イメージ 

 

取組Ⅱ－２－② 貯水槽水道の適正管理の強化指導 

1０年間の 

取組内容 

貯水槽を設置しているお客さまへ、登録検査機関と連携して適正管理の強

化に取り組みます。小規模貯水槽管理者へは、貯水槽の清掃や水質検査

の必要性について、ホームページにて周知を図ります。 
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3.3 基本方針Ⅲ 「持続」いつまでも住民サービスを約束する水道 

 

施策Ⅲ－１ お客さまサービスの充実 

施策内容  

多様化・高度化するお客さまのニーズを調査研究し、利便性の向上に努めます。また、水道事業の現状

を正しく認識していただけるよう、わかりやすい内容による積極的な広報活動に努めることでお客さまサー

ビスの充実を図ります。 

 

取組Ⅲ－１－① 多様な支払方法の検討 

1０年間の 

取組内容 

令和４（2022）年度よりお客さまが上下水道料金をスマートフォンでお支

払いただくことができるよう、スマホ決済を導入しています。今後もお客さまの

利便性向上と収納先拡大について、様々なお支払方法を調査研究し、導

入を検討してまいります。 

 

取組Ⅲ－１－② 水道使用開始中止のインターネット申請 

1０年間の 

取組内容 

これまでお客さまが窓口又はお電話でお申込みいただいていた水道使用開

始及び中止について、令和４（2022）年度よりインターネットからお申込み

ができるよう実施しています。今後も運用の継続及び利便性の向上を目指し

てまいります。 

 

取組Ⅲ－１－③ 水道事業の広報活動 

1０年間の 

取組内容 

お客さまにとって最も身近なライフラインの一つである水道事業について、各種

計画の策定・実施状況、料金に関すること等の重要事項の周知を図るととも

に、水道事業の現状を正しく認識していただける分かりやすい広報に取り組

みます。また、毎年 6 月 1 日から 7 日の「水道週間」には、水道事業の現状

や課題についてさらに理解を深めていただくため、宜野湾市「水」のキャラクター

である「みじたまくん」を活用したグッズやホームページ等で水道事業を広くア

ピールしていきます。 

        

水道週間の広報活動の様子 
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施策Ⅲ－２ 組織力の強化 

施策内容  

上下水道組織内連携の強化と職員の技術力向上を図るとともに、包括業務委託等の官民連携を推

進することにより、更なる組織力の強化を図ります。 

 

取組Ⅲ－２－① 水道事業と下水道事業の連携 

1０年間の 

取組内容 

本市の水道事業と下水道事業は、平成 30（2018）年４月、下水道事

業に地方公営企業法を全部適用したことに伴い、組織統合しました。組織

統合により、上下水道事業の連携強化を図り、申請窓口の一本化等のお

客さまサービスの向上、危機管理体制の確保・強化等に取り組んでまいりま

す。 

 

取組Ⅲ－２－② 包括業務委託等の官民連携の推進（ウォーターPPP） 

1０年間の 

取組内容 

令和３（2021）年度よりお客さま窓口や施設の維持管理を包括的に委

託する包括業務委託を開始しています。民間企業の新技術や革新的なア

プローチを導入し、お客さまサービスの質の向上や経営効率化の向上に努め

ます。また、より効率的で効果的な事業運営を図るため、⾧期契約(原則

10 年)で、維持管理と施設の更新を一体として性能発注を行う委託方式

であるウォーターＰＰＰ等、新たな官民連携手法の導入検討に取り組みま

す 。 

目標指数 

実績 各 年 度 の 目 標 

R５ 

(見込み) 
R６ R７ R８ R９～R10 R11～R15 

包括業務委託 

（ウォーターPPP） 

の工程 

包括業務

委託専門

委員会の

立上げ 

包括委託

専門委員

会におけ

る検討 

業者選定

委員会(プ

ロポーザル方

式) 

包括業務

委託(第

二期)開

始 

▶ ▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道局お客様センター 
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取組Ⅲ－２－③ 研修の実施、ノウハウの継承 

1０年間の 

取組内容 

若手職員の技術力向上、各種専門研修の計画的な受講や水道問題研

究会での討論参加など、水道に関する広範な知識を持ち、課題解決に向け

積極的に行動できる職員を養成し、将来の上下水道局を担う人材を育てる

ため、研修受講等に積極的に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組Ⅲ－２－④ 水道事業に必要な資格の取得 

1０年間の 

取組内容 

水道事業における技術継承の一環として、事業を運営するにあたり必要な

水道技術に係る資格取得を推進します。本市では、水道の布設工事監督

業務に必要な布設工事監督者の取得者の拡充を図るため、水道法で定め

る必要な実務経験年数に応じた育成と職員配置に努めます。 

また、水道法において水道事業者に設置義務がある水道技術管理者につ

いては、日本水道協会が主催する講習及び研修へ定期的に職員を派遣

し、技術の継承と将来にわたり安定的な水道事業の運営ができるよう、資格

取得を推進してまいります。 

  

R5 日水協九州支部技術研究会 

減圧弁講習会 

R3 水道技術管理者講習会(福岡会場) 
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施策Ⅲ－３ 財政基盤の強化 

施策内容  

区画整理事業や基地返還地の開発計画等に伴い、水需要はしばらくの間増加するものの、更新需要

も同様に増加していきます。今後も安定した水道事業を運営していくために、投資の合理化や経営の効

率化に努め、財政基盤の強化による持続的な水道サービスを目指していきます。 

 

取組Ⅲ－３－① 建設改良積立金の確保 

1０年間の 

取組内容 

老朽管の更新や配水池の新設、基地返還に伴う大規模整備など、将来も

継続して安定した水道事業を運営するために、投資による企業債の借入と

補てん財源残高のバランスを検討しながら、必要な自己資金の確保に努め

ます。 

 

取組Ⅲ－３－② 適正な企業債の発行と残高の管理 

1０年間の 

取組内容 

建設改良費の財源として発行する企業債については、その元利償還金を将

来世代が負担することで、世代間の負担の公平化が図られています。現在

新規企業債は発行しておりませんが、事業費の増加に伴い発行しなければ

ならなくなった際には、将来世代の一人当たりの負担が過大にならないよう、

企業債残高の管理を適切に行っていきます。 

 

取組Ⅲ－３－③ 水道料金水準の適正化 

1０年間の 

取組内容 

一層の経営効率化を図りながら、将来的な人口の増減等を踏まえ、費用負

担の公平性と財源確保の観点から水需要の態様にあった料金体系のあり方

を検討します。 

目標指数 

実績 各 年 度 の 目 標 

R５ 

(見込み) 
R６ R７ R８ R9～R10 R11～R15 

使用料のあり方検討 
経営戦略 

改定 

使用料 

審議会の 

実施 

必要に応じて 

料金改定 
－ 

経営戦略 

改定 

経営戦略 

改定 

 

取組Ⅲ－３－④ 資産の有効活用について 

1０年間の 

取組内容 

本市が保有する有形・無形のあらゆる経営資源（ヒト・モノ・カネ）を活用

し、多角的な経営基盤の強化に積極的に取り組みます。現在保有している

資産は十分に活用されており、今後活用できる資産が発生した場合には有

効的な活用に努めます。 
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施策Ⅲ－４ DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進と 

広域連携の取組 

施策内容  

水道事業における DX を推進し、AI(人工知能)技術を取り入れて策定した管路の更新計画に基づく

管路更新事業を実施することで、将来にわたる水道水の安定供給へつなげていきます。また広域連携

については、沖縄県の水道事業広域化への取組を注視しながら、課題整理に努めます。 

 

取組Ⅲ－４－① 管路更新計画（AI の導入） 

1０年間の 

取組内容 

本市が管理する水道管路について、限られた財源のなかで老朽管路等の更

新を行うため、AI(人口知能)技術を活用して既存管路の評価を行い、効

率的かつ効果的な更新計画を策定しました。更新計画に基づき更新優先

度の高い管路から改良工事を行い、漏水や破損事故の防止に取り組みま

す。 

 

取組Ⅲ－４－② 広域連携の取組 

1０年間の 

取組内容 

経営基盤の強化、経営効率化の推進、地域住民サービスの向上、技術の

継承等を図る観点から、国は水道事業の広域化に積極的に取り組むことが

必要であると示しています。本市では、沖縄県が令和 5（2023）年度に

策定を予定している「沖縄県水道事業広域化・共同化計画」の動向を注

視し、最適な広域化の形態について研究及び調査を行います。 
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施策Ⅲ－５ 維持管理の強化 

施策内容  

お客さまへ恒久的に安定した水道水を供給するため、漏水調査や水道施設の維持・修繕の強化に取り

組みます。 

 

取組Ⅲ－５－① 漏水防止対策の強化 

1０年間の 

取組内容 

市内約 30 箇所をブロック化した検針システムによる配水量の分析や、音聴

棒や相関式漏水探知機などの専用機器を使って、道路に埋設された配水

管や給水管からの漏水の早期発見に取り組みます。システムで対応できない

部分に関しては、職員や包括業務委託による定期巡回や点検等で対応し

ます。これにより、有収率の維持・向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.1 管理メーター区域図 

 

取組Ⅲ－５－② 水道施設の計画的な維持管理及び体制の強化 

1０年間の 

取組内容 

本市ではこれまで、漏水発生の確率が高い一層ポリエチレン管が採用されて

いる給水管につきましては、予防保全対応として給水管改良工事を継続し

て実施してまいりました。今後も継続して給水管改良工事を行い、マッピング

システムに登記情報等の機能追加を行い、業務の効率化に取り組みます。 
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野嵩一丁目管理
(2-5-0)

野嵩No.1管理
(2-4-0)

野嵩No.2管理
(2-4-1)

野嵩No.3直接
(2-4-3)

新城管理
(2-4-4)

喜友名管理
(2-1-1)

普天間基地

普天間基地

キャンプ瑞慶覧

宜野湾分岐直接区域

長田配水池給水区域

長田第2配水池給水区域

野嵩配水池給水区域

新城分岐直接区域

喜友名配水池給水区域

大山配水池給水区域
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施策Ⅲ－６ 再生可能エネルギ－の採用 

施策内容  

計画停電や災害時等よる不慮の停電を想定した電力の確保と、水道水の継続的な供給に向けた体

制の強化を図るほか、自家発電設備や代替エネルギー等の導入に取り組みます。 

 

取組Ⅲ－６－① 太陽光発電等の導入検討 

1０年間の 

取組内容 

環境負荷低減対策として、上下水道局庁舎等への太陽光発電設備等や

省エネ設備の運用を検討していきます。 

 

 

 

 

  

水道事業会計のしくみ（イメージ） 

補てん財源

収入 支出 収入 支出

国庫補助金
など

財源不足額

企業債
（借入金）

の返済

施設の更新等に
要する費用

水道料金
など

当年度純利益
（公共的必要余剰）

減価償却費
など

日々の
営業活動等に
要する費用

当年度純利益
（公共的必要余剰）

減価償却費
など

前年度末の
運営資金残高

補
て
ん

収益的収支 資本的収支

公共的必要余剰とは・・・? 
 

公営企業会計は予算が「収益的収支（３条予算）」「資本的収支（４条予算）」と２本立て

になっているため、３条予算で出た利益で４条予算の不足分を補てんする必要があります。そのた

め、事業を運営するために必要とされる利益ということといえます。 
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投資・財政計画 

本市の水道事業は、今後、市内全域の送配水管の耐震化を含めた老朽管更新、さらに西普天間住宅地

区における水需要の増大に対応するため水道施設の整備に多大な費用が必要となります。そのため、将来にわ

たって安定的に事業を継続していくために必要な施設・設備に関する投資の見通しである「投資試算」、及び支

出を賄うための財源の見通しである「財源試算」を行い、中⾧期の投資・財政計画へ反映します。 

試算については、アセットマネジメント計画等を基に 40 年間で行ったうえで、本経営ビジョンの計画期間であ

る令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までの試算結果について、以下のとおり示します。 

 

4.1 投資試算 

1)施設整備計画 

本市は、平成 24(2012)年度に「宜野湾市水道事業基本計画」を策定し、事業目標年度を令和 22

（2040）年度として計画給水人口を105,070人、計画１日最大給水量を35,976m3/日と推計し、第

11 次拡張事業を推進しています。事業は、表 1.4.1 に示すとおり、「配水基幹新設事業」「配水管新設事

業」「老朽管更新・耐震化事業」「開発区域配水管新規布設事業」「配水池新設に伴う配管新設」「配水

池新設事業」「配水池改良事業」の 7 事業です。 

 

表 1.4.1 施設整備事業計画 

事  業 施  策 

配 水 基 幹 新 設 事 業 送配水機能の強化を目的とした新たな基幹管路の整備 

配 水 管 新 設 事 業 水道機能強化を目的とした配水管の整備 

老朽管更新・耐震化事業 老朽化した基幹管路、未ライニング鋳鉄管の更新・耐震化 

開発区域配水管新規布設事業 給水区域の拡大・給水人口、給水量増加に伴う配水管の整備 

配水池新設に伴う配管新設 配水池の新設に伴う送水管や配水管の整備 

配 水 池 新 設 事 業 給水区域の拡大・給水人口、給水量増加に伴う配水池の新設 

配 水 池 改 良 事 業 給水区域の拡大・給水人口、給水量増加に伴う配水池の増量 

 

(1)配水基幹新設事業 

水需要の増加にともない既存の送配水施設の機能強化が必要となるため、基幹管路の整備を市内全

域で行います。 

事業費は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までに約 6 億円（税抜き）が必要で

す。 
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(2)配水管新設事業 

水道機能強化を目的とした配水管の整備を、道路事業計画と施工時期を合わせて実施します。道路工

事と同時期に施工することで、経済的で効率的な整備を行うことが可能になります。 

事業費は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までに約 3 億円（税抜き）が必要で

す。 

 

(3)老朽管更新・耐震化事業 

災害時に必要となる連絡管路の整備、赤水発生の要因となる未ライニング鋳鉄管の更新、地震時の断

減水被害を抑制するため耐震管ではない管路の耐震化を行う事業です。市内全域の管路が対象です。 

また、施設・管路更新の時期については、アセットマネジメントの検討結果を反映し、表 1.4.2 に示すとお

りとしました。 

表 1.4.2 アセットマネジメントの検討結果を反映した更新時期の設定 

管  路 施設・設備 

管種ごとに更新基準年を設定 
70～95 年 

法定耐用年数の 1.5 倍 
23～90 年 

 

事業費は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までに約 37 億円（税抜き）が必要で

す。 

 

(4)開発区域配水管新規布設事業 

給水人口の増加が見込まれる西普天間住宅地区に伴う配水管を整備する事業です。 

平成 27(2015)年 3 月末に返還された西普天間住宅地区は、平成 31(2019)年に土地区画整理事

業が開始され、新たなまちづくりに向けて整備を推進しています。図 1.4.1 に示すとおり、土地区画整理事

業が進められており、今後の水需要に対応するため、遅滞なく配水管を整備する必要があります。 

事業費は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までに約 3 億円（税抜き）が必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.1 西普天間住宅地区整備状況(令和 6（2024）年 2 月現在) 
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(5)配水池新設に伴う配管新設 

将来の水需要の増加に対応するために西普天間住宅地区公園内に整備する配水池の新設に伴い、管

路の整備を実施します。 

事業費は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までに約 11 億円（税抜き）が必要で

す。 

 

(6)配水池新設事業 

将来返還が予定されているキャンプ瑞慶覧インダストリアル・コリドー地区の跡地利用計画や大山地区土

地区画整理事業の開発に伴う水需要の増加に対応するため、西普天間住宅地区公園内に有効容量

4,500m3 の配水池を整備します。 

事業費は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までに約 10 億円（税抜き）が必要で

す。 

 

(7)配水池改良事業 

既存の喜友名配水池について、耐震性を確保するための改修工事に合わせて、水需要の増加に対応す

るため、現在の有効容量 3,500m3 から 3,600m3 への増量を行います。 

事業費は、令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までに約 12 億円（税抜き）が必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

キャンプ瑞慶覧インダストリアル・コリドー地区とは・・・? 

インダストリアル・コリドー地区(宜野湾市部分)は、国道 58 号と県道 81 号線沿線の伊佐交差点付近に

位置し、西普天間住宅地区の西側に隣接する面積約 25ha の地区で、戦後約 70 年にわたり倉庫や輸送

関連施設等の米軍基地として使用されています。 

本地区は、平成 25（2013）年 4 月に発表された「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計

画」において、「2024 年度(令和 6 年度)又はその後に返還可能」、「南側部分の返還をできる限り早期に

行う取組を、段階的返還を考慮することにより行う」と公表されました。 

宜野湾市では、令和 5（2023）年度に跡地利用計画を実現するにあたっての基本的な計画となる「跡

地利用計画（案）」を取りまとめました。返還時期にあわせて、最適な跡地利用計画を策定するためのベー

スとして、計画の見直しを段階的に行い、跡地利用計画の検討を継続して実施していきます。 

 

 

 



 

- 42 - 
 

2)投資額 

目標年度である令和 15（2033）年度までの投資額を図 1.4.2 に、各事業の年度別投資額を表 

1.4.3 に示します。 

 
図 1.4.2 投資額（R6 年度から R15 年度まで） 

 

表 1.4.3 事業別年度別投資額 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

6.2億円
6.9億円

10.8億円 10.7億円 10.8億円

9.0億円 9.0億円

7.6億円

5.9億円
5.4億円

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

①配水基幹新設事業 ②配水管新設事業

③老朽管更新・耐震化事業 ④開発区域配水管新規布設事業

⑤配水池新設に伴う配管新設 ⑥配水池新設事業

⑦配水池改良事業

(億円)

（税抜き）　単位:億円

種別 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 計

①配水基幹新設事業 0.8 0.9 0.9 1.8 1.7 6.1

②配水管新設事業 1.2 1.6 2.8

③老朽管更新・耐震化事業 3.6 3.9 3.6 3.5 3.6 2.3 2.1 6.7 4.1 3.7 37.1

④開発区域配水管新規布設事業 1.4 1.4 2.8

⑤配水池新設に伴う配管新設 3.8 3.8 3.8 11.4

⑥配水池新設事業 3.4 3.4 3.4 10.2

⑦配水池改良事業 5.9 6.0 11.9

合計（①＋②＋③+④＋⑤＋⑥+⑦） 6.2 6.9 10.8 10.7 10.8 9.0 9.0 7.6 5.9 5.4 82.3
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4.2 財源試算 

1)投資・財政計画 

投資事業に必要な財源として構成される主なものは、料金収入、補助金、繰入金、企業債です。 

今後の水需要は増加傾向が予想されるため、料金収入の増加が見込まれます。しかし、投資計画で算定

した事業を確実に実施するために、令和 6（2024）年度から令和 15（2033）年度の 10 年間でおよそ

82 億円の多大な資金が必要です。また、県企業局からの受水費が令和６（2024）年 10 月から令和８

（2026）年 4 月にかけて 3 割程度の値上げが予定されています。 

そのため、事業を着実に実施し、継続可能な安定した水道事業の運用を図るため、投資額に応じた財源

を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■必要な事業を遅滞なく確実に実施 
  ①配水基幹新設事業 

  ②配水管新設事業 

  ③老朽管更新・耐震化事業 

  ④開発区域配水管新規布設事業 

  ⑤配水池新設に伴う配管新設 

  ⑥配水池新設事業 

  ⑦配水池改良事業 

■事業には多大な資金が必要 
令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までに約

82 億円が必要 
■受水費の値上げ 
令和６（2024）年 10 月から令和８（2026）年 4 月にか

けて 3 割程度 

■投資額に応じた財源を確保 
   ・ 料金収入の見通し 

 ・ 補助金の活用 

 ・ 繰入金 

 ・ 企業債 
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2)財源試算の前提条件 

(1)有収水量の推移 

有収水量の推移により料金収入の推移を知ることができます。 

有収水量は、水需要予測で得られた結果を反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.3 有収水量の推移 

 

(2)給水収益の推移 

給水収益は料金収入のことです。 

有収水量に供給単価を乗じて算出します。 

多大な投資や受水費の値上げにより赤字経営となる場合は、料金の値上げが必要になる場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.4 給水収益の推移 

 

26,000

26,500

27,000

27,500

28,000

28,500

29,000

29,500

30,000

30,500

31,000

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

100,000

102,000

104,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

有収水量（ｍ3/日）給水人口（人）
有収水量 給水人口

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

給水収益

（億円）

実績 計画 

実績 計画 
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(3)前提条件のまとめ 

以下の前提条件で財政シミュレーションを行います。 

 

表 1.4.4 前提条件のまとめ 

 

前 提 条 件

資本勘定
資本的収入

資金残高が10億円以上となるように企業債充当率を調整
年利率2.0％、40年元利均等償還　うち5年据置き　半年賦

他会計出資金（過去5年平均） 平均値を一定計上
他会計補助金 ※
他会計負担金 ※
他会計借入金 ※
国（都道府県）補助金 建設改良費のうち、補助事業費の50％を計上
固定資産売却代金（過去5年平均） 平均値を一定計上
工事負担金 ※
その他 ※

資本的支出

建設改良費
事業計画を反映
別途、資本勘定職員（R4実績5名）の人件費１人当たり平均を2.18％/年増で一定増加
を計上

企業債償還金 現行企業債分と今後発生する企業債を加算
他会計⾧期借入返還金 ※
他会計への支出金 ※
その他

損益勘定
収益的収入

営業収益
料金収入 供給水量×供給単価

供給水量 水需要予測値の年間有収水量を採用
供給単価 当初はR4供給単価183.5円/㎥を設定し、収益的収支が赤字となる場合は料金値上げを実施

受託業務収益 ※

その他
R4実績を参考に料金収入の1.0%を一律計上
19,337,904／1,914,797,373≒1.01%→1.0%

営業外収益
補助金

一般会計補助金 実績値を参考に3,000千円/年を一律計上
その他補助金 ※

⾧期前受金戻入 事業計画にもとづき減価償却見合い分を収益化
その他（過去5年平均） 過去5年間の受取利息、雑収益の平均値

収益的支出
営業費用

職員給与費
基本給 職員数×年間1人当たり人件費

職員数 R4実績21名を一律設定
年間１人当たり（過去5年平均） 人件費の一人当たり平均3,737千円/人・年を2.18%/年増で一定増加計上

退職給付費（過去5年平均） R4実績を2.18％/年増で一定増加計上
その他 R4実績を2.18％/年増で一定増加計上

経費

動力費
R4の総配水量あたり年間動力費0.16円/㎥を一日平均給水量に乗じ、物価上昇率0.8%/
年を考慮　1,776,000円/10,864,228㎥＝0.16円/㎥

修繕費（過去5年平均） 平均値に物価上昇率0.8%/年を考慮

受水費
1㎥当たり受水費を一日平均給水量に乗じる。
R6.10、R8.4に予定されている受水費の値上げを反映する。

材料費（過去5年平均） 平均値に物価上昇率0.8%/年を考慮
その他（過去5年平均） 委託料等として平均値に物価上昇率0.8%/年を考慮

減価償却費 現行分に今後発生する分を算定し加算
営業外費用

支払利息 現行企業債分に今後発生する企業債分を算定し加算
その他（過去5年平均） 平均値を一定計上

特別利益 考慮しない
特別損失（過去5年平均） 平均値を一律計上

項　　　　目

企業債
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3)財政シミュレーション 

(1)ケース設定 

財政シミュレーションは、図 1.4.5 に示す順序で実施します。 

  

     

  

    

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

   

 

  

 

図 1.4.6 財政シミュレーションの順序  

ステップ１ 

・施設整備:国庫補助と単独費用で実施 

・企 業 債:活用しない 

・料金改定:現行のまま 

・施設整備:国庫補助と単独費用で実施 

・企 業 債:活用しない 

・料金改定:料金を上げる 

 

・施設整備:国庫補助と単独費用で実施 

・企 業 債:活用しない 

・料金改定:現行のまま 

  

 

さらに資金不足になる場合は、ステップ３に進みます。 

  

ステップ３ 

シミュレーションの結果、 
収益的収支が赤字になる場合は 
ステップ 2-A に進みます。 

 

シミュレーションの結果、 
資本的収支で不足額が生じ、資金不足に
なる場合はステップ２-B に進みます。 
  

ステップ２-B ステップ２-A 

・施設整備:国庫補助と単独費用で実施 

・企 業 債:活用する 

・料金改定:料金を上げる 
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(2)財政シミュレーションの結果 

ステップ 1 では、県企業局の受水費の値上げにより増加した支出に対応できず、赤字経営となることが分

かりました。現行の料金水準では、国庫補助金と本市が保有する資金だけで事業を継続することができませ

ん。 

そのため、ステップ 2-A の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

図 1.4.7 収益的収支（ステップ 1） 

 

 

図 1.4.7 資本的収支・資金残高（ステップ 1） 
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現行の料金水準では赤字経営となり、 

事業を継続することができません。 
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ステップ 2-A では、受水費の値上げ時期に合わせて料金改定を行います。適切な値上げ率を検討するた

め、複数パターンのシミュレーションを行います。 

 

＜パターン①＞令和７（2025）年度:22.49％、令和８（2026）年度:10.23％値上げ 

値上げ率を県企業局の受水費に係る値上げ率と同様とした場合では、収益的収支が黒字となりました。

しかし、国庫補助金と本市が保有する資金だけで資金残高が大きく増加することから、この値上げ率は過大

であることが分かりました。 

そのため、ステップ 3 の検討を行う必要はありません。 

 

 

図 1.4.8 収益的収支（ステップ 2-A・パターン①） 

 

 

図 1.4.9 資本的収支・資金残高（ステップ 2-A・パターン①） 
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＜パターン②＞令和７（2025）年度:10％、令和８（2026）年度:5％値上げ 

値上げ率をパターン①の 1/2 程度とした場合では、収益的収支が黒字となりました。また、資本的収支で

は、国庫補助金と本市が保有する資金だけで事業を継続するのに必要な資金残高が確保できることが分か

りました。 

そのため、ステップ 3 の検討を行う必要はありません。 

 

 

 

 
図 1.4.10 収益的収支（ステップ 2-A・パターン②） 

 

 

 

 

 
図 1.4.11 資本的収支・資金残高（ステップ 2-A・パターン②） 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

損
益
（
億
円
）

収
入
・
支
出
（
億
円
）

収益的収支

収入 支出 損益

約0.5億円

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

資
金
残
高
（
億
円
）

収
入
・
支
出
（
億
円
）

資本的収支・資金残高

収入 支出 資金残高

約14億円

料金の値上げにより、収益的収支が黒字となります。 

企業債を活用することなく、必要な資金 

残高を確保することができました。 
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＜パターン③＞令和７（2025）年度:7.5％、令和８（2026）年度:5％値上げ 

2025 年度の値上げ率をパターン①の 1/3 程度とした場合では、収益的収支が赤字となるため、中⾧期

的には再度料金値上げを検討する必要があります。また、資本的収支では国庫補助金と本市が保有する

資金だけで、事業を継続するのに必要な資金残高が確保できることが分かりました。 

そのため、ステップ 3 の検討を行う必要はありません。 

 

 

 

 

 
図 1.4.12 収益的収支（ステップ 2-A・パターン③） 

 

 
図 1.4.13 資本的収支・資金残高（ステップ 2-A・パターン③） 
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中⾧期的に再度料金値上げを行う必要が

あります。 
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(3)まとめ 

水道事業については、これまで、将来の水需要に基づく施設規模の適正化、管路の更新・耐震化に係る優

先箇所の設定、適正な料金水準の検討により経営基盤の強化を図ってまいりましたが、県内市町村等へ広く

水道用水を広域的に供給している県企業局が、近年の物価高騰などによる経営悪化を理由に受水購入費

の改定を行うこととしています。実施時期と改定額については、1 回目を令和 6（2024）年 10 月に 23 円/ 

m3、2 回目に令和 8（2026）年 4 月に 10 円 46 銭/ m3 と段階的に改定を行うとし、トータルで現行額よ

り 3 割程度の増額改定を実施します。シミュレーションの結果、県企業局から受水している本市においても、老

朽化施設や水需要増加に対応するための施設整備に伴う費用の増加に加え、動力費や燃料費の高騰も重

なり、現行の水道料金での事業継続は経営状況の急激な悪化を招くことが予想されるため、水道料金の改

定が必要不可欠となりました。 

したがって本経営ビジョンでは、県企業局からの受水費の値上げ時期に合わせて水道料金の値上げを行うこ

とで、必要な施設整備を着実に実施することができ、安定した水道事業の運営を図りつつ、必要な時期に最

小限に留めながら、将来へ過度な負担を残さない「ステップ２-A・パターン②」の財政シミュレーション結果を投

資・財政計画に採用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～料金が改定されるまでの流れ～ 
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4.3 投資・財政計画 

1)収益的収支 

 

 

 

 

年　　　　　　度 H30 R1 R2 R3 R4

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 1,944,071 1,961,593 1,806,281 1,941,182 1,963,388 2,040,388

(1) 1,924,789 1,945,701 1,789,991 1,921,359 1,944,050 2,020,186

1,899,942 1,922,243 1,758,492 1,891,701 1,914,797 1,992,443

24,847 23,458 31,499 29,658 29,253 27,743

(2) (B) 0 0 0 0 0 0

(3) 19,282 15,892 16,290 19,823 19,338 20,202

２． 122,163 118,011 186,517 136,019 117,178 106,233

(1) 3,288 3,329 86,608 20,863 14,234 3,000

3,288 3,329 86,608 20,863 14,234 3,000

0 0 0 0 0 0

(2) 99,417 96,423 93,762 97,134 90,668 88,401

(3) 19,458 18,259 6,147 18,022 12,276 14,832

(C) 2,066,234 2,079,604 1,992,798 2,077,201 2,080,566 2,146,621

１． 1,796,195 1,863,079 1,859,118 1,905,634 1,915,724 1,924,973

(1) 203,068 226,941 224,831 184,085 189,615 187,926

86,489 94,809 94,773 81,014 82,501 78,477

8,557 18,682 13,668 16,413 20,979 21,436

108,022 113,450 116,390 86,658 86,135 88,013

(2) 1,346,321 1,384,480 1,379,981 1,463,917 1,453,020 1,462,612

1,087,109 1,100,737 1,120,113 1,109,490 1,110,759 1,162,571

1,636 1,665 1,552 1,776 1,776 1,819

26,059 52,235 18,513 8,713 14,173 23,939

3,650 6,560 2,436 6,720 9,504 5,774

227,867 223,283 237,367 337,218 316,808 268,509

(3) 246,806 251,658 254,306 257,632 273,089 274,435

２． 8,527 7,247 22,872 5,138 4,241 7,544

(1) 6,541 5,771 5,115 4,437 3,738 3,059

(2) 1,986 1,476 17,757 701 503 4,485

(D) 1,804,722 1,870,326 1,881,990 1,910,772 1,919,965 1,932,517

(E) 261,512 209,278 110,808 166,429 160,601 214,104

(F) 3,532 3,433 150,549 5,560 14,549 0

(G) 6,426 7,637 4,597 5,259 25,024 9,789

(H) △ 2,894 △ 4,204 145,952 301 △ 10,475 △ 9,789

258,618 205,074 256,760 166,730 150,126 204,315

(I) 0 0 0 0 0 0

(J) 2,200,508 2,225,520 2,360,097

209,390 210,977 213,096

(K) 326,563 369,661 300,303

37,131 32,980 27,993

84,856 86,410 75,632

204,576 250,271 196,678

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,944,071 1,961,593 1,806,281 1,941,182 1,963,388 2,040,388

0.00 0.00 0.00

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項に より算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 業 務 収 益 (A)-(B)

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

受 水 費

動 力 費

そ の 他

支 出 計

営 業 外 収 益

補 助 金

一 般 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

⾧ 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

R5

水 道 使 用 料

施 設 提 供 対 価 料

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

給 水 収 益

受 託 業 務 収 益

そ の 他
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（単位:千円【税抜】，％）

2,106,182 2,320,114 2,438,571 2,438,144 2,439,642 2,440,927 2,443,495 2,446,063 2,448,633 2,450,559

2,085,329 2,297,143 2,414,427 2,414,004 2,415,487 2,416,759 2,419,302 2,421,845 2,424,389 2,426,296

2,057,586 2,269,400 2,386,684 2,386,261 2,387,744 2,389,016 2,391,559 2,394,102 2,396,646 2,398,553

27,743 27,743 27,743 27,743 27,743 27,743 27,743 27,743 27,743 27,743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,853 22,971 24,144 24,140 24,155 24,168 24,193 24,218 24,244 24,263

108,965 113,398 118,360 128,102 137,749 147,490 154,098 161,372 179,942 188,499

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91,133 95,566 100,528 110,270 119,917 129,658 136,266 143,540 162,110 170,667

14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832 14,832

2,215,147 2,433,512 2,556,931 2,566,246 2,577,391 2,588,417 2,597,593 2,607,435 2,628,575 2,639,059

2,112,680 2,261,087 2,395,891 2,414,902 2,434,360 2,457,797 2,475,533 2,497,784 2,548,653 2,579,510

192,013 196,194 200,470 204,843 209,313 213,881 218,550 223,320 228,192 233,168

80,178 81,921 83,706 85,533 87,402 89,313 91,266 93,261 95,298 97,377

21,904 22,381 22,869 23,368 23,877 24,398 24,929 25,473 26,028 26,596

89,931 91,892 93,895 95,942 98,034 100,171 102,354 104,586 106,866 109,195

1,638,037 1,779,503 1,907,681 1,909,868 1,913,298 1,916,611 1,920,895 1,925,200 1,929,389 1,933,328

1,335,535 1,474,576 1,600,310 1,600,039 1,600,989 1,601,803 1,603,567 1,605,331 1,606,959 1,608,316

1,894 1,914 1,933 1,948 1,964 1,981 1,999 2,017 2,036 2,054

24,131 24,324 24,519 24,715 24,913 25,112 25,313 25,516 25,720 25,926

5,820 5,867 5,914 5,961 6,009 6,057 6,105 6,154 6,203 6,253

270,657 272,822 275,005 277,205 279,423 281,658 283,911 286,182 288,471 290,779

282,630 285,390 287,740 300,191 311,749 327,305 336,088 349,264 391,072 413,014

6,982 6,474 6,086 5,733 5,373 5,033 4,786 4,584 4,497 4,485

2,497 1,989 1,601 1,248 888 548 301 99 12 0

4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485

2,119,662 2,267,561 2,401,977 2,420,635 2,439,733 2,462,830 2,480,319 2,502,368 2,553,150 2,583,995

95,484 165,950 154,954 145,611 137,659 125,587 117,274 105,068 75,425 55,064

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,789 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789 9,789

△ 9,789 △ 9,789 △ 9,789 △ 9,789 △ 9,789 △ 9,789 △ 9,789 △ 9,789 △ 9,789 △ 9,789

85,695 156,161 145,165 135,822 127,870 115,798 107,485 95,279 65,636 45,275

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,106,182 2,320,114 2,438,571 2,438,144 2,439,642 2,440,927 2,443,495 2,446,063 2,448,633 2,450,559

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
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2)資本的収支 

 
 

 

 

 

年　　　　　度 H30 R1 R2 R3 R4

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

２． 14,500 5,861 11,308 0 12,870 8,908

３． 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0

６． 144,530 125,934 99,000 128,112 79,015 116,000

７． 1,317 1,398 814 1,275 929 1,147

８． 0 0 0 0 0 0

９． 0 99,957 788,740 179,883 99,120 0

(A) 160,347 233,150 899,862 309,270 191,934 126,055

(B) 0 0 0 0 0 0

(C) 160,347 233,150 899,862 309,270 191,934 126,055

１． 432,983 477,925 793,161 693,659 321,221 656,797

25,413 24,852 27,375 30,319 26,126 18,685

２． 27,993 24,943 25,599 26,276 26,975 24,068

３． 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0

(D) 460,976 502,868 818,760 719,935 348,196 680,865

(E) 300,629 269,718 △ 81,102 410,665 156,262 554,810

１． 17,815 27,983 45,050 92,830 26,024 48,354

２． 1,736,273 1,907,681 1,829,408 1,960,618 2,044,326 2,743,408

1,701,998 1,839,252 2,018,727 2,275,490 2,415,942 2,539,093

258,618 205,074 256,760 166,730 150,126 204,315

３． 405,895 419,269 368,491 547,119 606,691 689,461

134,163 151,074 202,476 368,491 405,170 503,427

271,732 268,195 166,015 178,628 201,521 186,034

(F) 2,159,983 2,354,933 2,242,949 2,600,567 2,677,041 3,481,223

１． 17,815 27,983 0 92,830 26,024 48,354

２． 0 0 0 26,276 26,975 0

３． 254,821 216,792 0 141,949 103,264 506,456

(G) 272,636 244,775 0 261,055 156,263 554,810

１． 1,960,618 2,044,326 2,275,490 2,415,942 2,539,093 2,743,408

２． 151,074 202,477 368,491 405,170 503,427 183,005

2,111,692 2,246,803 2,643,981 2,821,112 3,042,520 2,926,413

263,407 238,465 212,866 186,590 159,615 135,547

積立金・当年度未処分利益剰余金

当 年 度 純 損 益

過年度損益勘定留保 資金

当 年 度 発 生 高

補
て

ん

財

源

使

用

可

能

額

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

企 業 債 残 高

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

消費税資本的収支調 整額

利 益 剰 余 金

損 益 勘 定 留 保 資 金

計

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

(F)-(G)

使

用

額

消費税資本的収支調 整額

利 益 剰 余 金

他 会 計 ⾧ 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資
金
残
高

補

て

ん

財

源

利 益 剰 余 金

損 益 勘 定 留 保 資 金

計

国庫（都道府県）補 助金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

損 益 勘 定 留 保 資 金

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

R5
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（単位:千円【税込】）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,908 8,908 8,908 8,908 8,908 8,908 8,908 8,908 8,908 8,908

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191,900 215,600 482,700 477,900 483,200 384,200 392,600 282,300 199,100 170,500

1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147 1,147

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201,955 225,655 492,755 487,955 493,255 394,255 402,655 292,355 209,155 180,555

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201,955 225,655 492,755 487,955 493,255 394,255 402,655 292,355 209,155 180,555

625,587 689,336 1,091,886 1,061,758 1,098,434 905,400 939,500 763,374 598,204 541,630

19,090 19,505 19,930 20,365 20,810 21,265 21,730 22,205 22,690 23,185

23,393 20,498 19,142 19,495 19,855 13,631 10,835 7,088 1,610 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

648,980 709,834 1,111,028 1,081,253 1,118,289 919,031 950,335 770,462 599,814 541,630

447,025 484,179 618,273 593,298 625,034 524,776 547,680 478,107 390,659 361,075

38,617 42,257 54,570 52,268 55,121 46,572 48,908 42,924 35,472 32,929

2,829,103 2,951,359 2,844,426 2,603,757 2,380,518 2,118,234 1,945,162 1,741,490 1,577,667 1,496,717

2,743,408 2,795,197 2,699,261 2,467,935 2,252,648 2,002,436 1,837,676 1,646,211 1,512,031 1,451,442

85,695 156,161 145,165 135,822 127,870 115,798 107,485 95,279 65,636 45,275

374,502 189,824 187,212 189,921 191,832 197,647 199,822 205,724 228,962 242,347

183,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191,497 189,824 187,212 189,921 191,832 197,647 199,822 205,724 228,962 242,347

3,242,222 3,183,440 3,086,208 2,845,946 2,627,471 2,362,453 2,193,892 1,990,138 1,842,101 1,771,992

38,617 42,257 54,570 52,268 55,121 46,572 48,908 42,924 35,472 32,929

33,906 252,098 376,491 351,109 378,081 280,557 298,950 229,459 126,225 85,799

374,502 189,824 187,212 189,921 191,832 197,647 199,822 205,724 228,962 242,347

447,025 484,179 618,273 593,298 625,034 524,776 547,680 478,107 390,659 361,075

2,795,197 2,699,261 2,467,935 2,252,648 2,002,436 1,837,676 1,646,211 1,512,031 1,451,442 1,410,917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,795,197 2,699,261 2,467,935 2,252,648 2,002,436 1,837,676 1,646,211 1,512,031 1,451,442 1,410,917

112,154 91,656 72,514 53,019 33,164 19,533 8,698 1,610 0 0

R11 R12 R13 R14 R15R6 R7 R8 R9 R10
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原価計算表 

前提条件を基に令和８（2026）年度～令和12（2030）年度の収支から算出した結果を表1.4.1の

とおり示します。 

表 1.4.1 原価計算表について 

 

布設年月日 昭 和 35 年 8月 1日
給水人口 99,757人

（令和4（2022）年度末）
計算期間 自 令 和 ８ 年 ４月

至 令 和13 年３月
（５年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円
1,944,050 2,095,494 2,095,494

0 0 0
19,338 20,955 20,955

1,963,388 2,116,450 0 2,116,450

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円
189,615 209,411 209,411

1,110,759 1,601,342 1,601,342
1,776 1,965 1,965

14,173 24,914 24,914
9,504 6,009 6,009

317,311 283,925 283,925
182,421 193,287 193,287

資

本

費

用

3,738 917 917

1,829,297 2,321,771 0 2,321,771

155,366
2,477,137

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 84.59
＜料金水準についての説明＞
資産維持費　対象資産（R8・R12年度末償却未済額の年平均額）　5,112,199千円×資産維持率（3％）＝
153,366千円

（料金水準について）
・財源試算における上記算定期間では、現行料金のままとした場合、沖縄県企業局からの受水費値上げの影響で令和7年
度以降赤字が見込まれています。また、上記算定の結果、対象経費に対する料金収入(現行料金）の割合が約85％とな
り、約15％の収入が不足している状況です。
・投資・財政計画では収益的収支の黒字を維持するため、受水費値上げの時期に合わせて令和7年度に10％、令和8年度
に5％程度の料金改定を想定しています。
・料金改定後も、人口減少による水需要の減少や配水池新設に伴う減価償却費の増加などが想定されるため、適正な収支
や料金となるように引き続き検討していく必要があります。

合 計 (Y)

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

料 金 (X)

金　　　　　　　　額

支　　出　　の　　部
金　　　　　　　　額

受 水 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

料金対象経費（Y）＋（Z）

給 水 装 置 工 事 費
そ の 他
合 計

項 目

減 価 償 却 費

資 産 維 持 費 （ Z ）

材 料 費
そ の 他

職 員 給 与 費営

業

費

用


